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特定非営利活動法人東京都就労支援事業者機構

而識帳H鯏岬6117H

舗舗帳H州/f8IIH

1 事業の成果

雇用協力事業者（協力雇用主）の開拓事業及び交流、研修を行い、更生保護や雇用協力事業者制度

の周知、雇用協力事業者の開拓等に努めた。また、就労支援セミナー（パソコン教室）への参加者に

対して交通費を助成することにより、就労を支援した。

さらに、国から更生保護等就労支援事業を受託し、関係機関・団体等と連携して刑務所出所者等に

対する就労支援事業を行った。

2事業の実施に関する事項

定款に記載

された

事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円）

協力雇用主の

開拓事業

協力雇用主制度に関する広報活動、関

係機関・団体及び事業者への働きかけ

を行ったが､更生保談就労支援事業(雇

用基礁轄備事業） との重複により本事

業では実施していない。

協力雇用主の

交流・研修事業

刑務所出所者等の雇用に必要な知織を

習得するための研修会や雇用について

情報交換等のセミナーを行ったが、更
生保護就労支援事業との重複により本

事業では実施していない。

刑務所出所者

等を雇用する

企業に対する

助成事業

協力雇用主に対する面接に要する旅

費等の助成を行った。
通年 都内各所 1名

協力雇用

主
17社 63

雇用協力事業

者に対する顕

彰事業

実施せず。

更生保護事業

の広報啓発事

業

実施せず。

犯罪者等及び

犯罪被害者等

に対する就労

支援事業

就労に必要となるパソコン能力の習得

のための旅費の支援を行った。

就職相談会等に参加する就労支援対象

者への交通費等を支援した。

農業体験就労セミナーに参加する就労

支援対象者への交通費等を支援した。

7 ． 8 ．

11．12月

2月

9月

更生保護

施設

保護観察

所

沼田町就業

支援センタ
ー

1名

1名

1名

就労支援

対象者

就労支援

対象者

就労支援

対象者

21名

19名

1名

153

その他本機構

の目的を達す

るために必要

な事業

該当なし。

更生保護就

労支援事業

協力雇用主制度に関する広報活動、関

係機関・団体及び事業者への働きかけ
を行った。

協力雇用主に対する求人の勧奨、採用

活動に対する求人情報の提供や面接へ

の同行・立会い等、採用活動に対する

支援を行った。

通年

通年

都内各所

都内各所

4名

4名

都内事業

者

協力雇用

主

130社

856社

16,385
















